
大府市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例の概要 

 
１．条例制定の趣旨                                       

 近年、建設現場等で生じた大量の建設残土が、全国各地の農地や山林に投棄され、景観悪化や崩落の

危険が生じており、大府市においても、土砂等の採取や建設残土の投棄により、堆積した土砂等の崩落、

粉塵の飛散、汚染された土砂等による土壌汚染等が危惧されます。 
そこで、土砂等の採取及び埋立て等を規制する条例を制定し、住民の生活環境の保全及び安全の確保

を図ります。 
なお、条例の施行は、令和２年４月１日です。 

 
２．条例の目的（第１条関係）                                       

 市内における土地の埋立て等（土砂等の採取並びに土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積をする

行為をいいます。）について、市、事業者及び土地所有者の責務を明らかにするとともに、土壌の汚染及

び災害の発生を未然に防止するため必要な規制を行うことにより、住民の生活環境の保全及び安全の確

保に寄与することを目的とします。 
 
３．適用事業（第３条関係）                                       

 この条例を適用する土地の埋立て等の範囲は次のとおりです。 
①  事業区域の面積が５００㎡以上又は土地の埋立て等に係る土砂等の体積が５００㎥以

上になる場合  

※宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条第 1項の許可を要する行為は適用除外です。 

 
 
 
 
 

 ② 事業区域の面積が５００㎡未満又は土地の埋立て等に係る土砂等の体積が５００㎥未満

であっても、当該事業区域に隣接する区域又は当該事業区域の周囲１００ｍの区域内にお

いて、同一事業者が当該土地の埋立て等を施行する日前３年以内に施行し、又は施行中

である土地の埋立て等に供する区域の面積を合算して５００㎡以上又は体積を合算して

５００㎥以上になる場合 

 
   【隣接する区域】 
 
 
   【当該事業区域の周囲１００ｍの区域内】 
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４．適用除外（第３条関係）                                       

 次に掲げる土地の埋立て等については、適用を除外する。 
 ① 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等 

  （１）地方共同法人日本下水道事業団 
  （２）土地改良法により認可された土地改良区及び土地改良区連合 
  （３）土地区画整理法により認可された土地区画整理組合 
  （４）地方住宅供給公社法に基づき設立された地方住宅供給公社 
  （５）地方道路公社法に基づき設立された地方道路公社 
  （６）公有地の拡大の推進に関する法律の規定により設立された土地開発公社 
  （７）独立行政法人通則法に規定する独立行政法人 
  （８）国立大学法人法に規定する国立大学法人 
  （９）地方独立行政法人法に規定する地方独立行政法人 
  （10）その他 
 ② 他の法令の規定による許可等を受けた土地の埋立て等 

  （１）文化財保護法第 125 条第１項の規定による許可を要する行為 

  （２）鉱業法第 21 条第１項の規定による許可を要する行為 

  （３）森林法第 10 条の２の規定による許可を要する開発行為及び 

同法第 34 条第２項の規定による保安林における許可を要する行為 

  （４）砂防法第４条第１項の規定による砂防指定地域における許可を要する行為 

  （５）道路法第 91 条第１項の規定による道路予定区域における許可を要する行為 

  （６）宅地造成及び特定盛土等規制法第 12条第１項の規定による許可を要する行為 

  （７）河川法第 25 条又は同法第 27 条第１項の規定による許可を要する行為 
  （８）都市計画法第 29 条第１項若しくは第２項又は第 43 条第１項の規定による許可を要する行為 
  （９）公有水面埋立法第２条の規定による免許を要する行為 
  （10）建築基準法第 51 条の規定による許可を要する行為 
  （11）自然公園法第 33 条第１項の規定による普通地域内における届出を要する行為 
  （12）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第７条第１項の規定による急傾斜地崩

壊危険区域内における許可を要する行為 
  （13）廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項の規定による許可を受けた一般廃棄物

処理施設及び同法第 15 条第１項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において

行う行為 
  （14）土壌汚染対策法第４条第１項の規定による届出を要する行為 

新たに埋立て等する
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１００ｍ以内 



 ③ その他規則で定める土地の埋立て等 

  （１）農業の生産性又は栽培の管理の効率性を向上させることを目的として行われる次に定める

範囲の農地改良に伴い行う土地の埋立て等 
    ア 盛土の高さ １メートル以内 
    イ 耕作土の入替え 掘削の深さが１メートル以内 
  （２）非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等 
  （３）運動場、資材置場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地

の埋立て等 
  （４）駐車場を設置し、又はその機能を保全するために行う土地の埋立て等 
  （５）土地所有者が自ら居住し、又は使用する建築物を建築するために行う土地の埋立て等 
  （６）採石法、砂利採取法、その他の法令等に基づく許可等がなされた採取場から採取された土砂

等を販売するために一時的に土砂等の堆積を行う事業 
  （７）製品を製造し、又は加工する施設の区域内において行う当該製品の原材料となる土砂等の

堆積 
  （８）土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において、当該区域外へ持ち出すこと

なく当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行う土地の埋立て等 
５．許可基準                                       

 以下の項目が許可基準となります。 
 事業区域内の土地の所有者や権利者の同意を得ていること。 
 隣接地権者等に対する説明会が行われていること。（当該事業区域の周囲３００ｍの範囲内の土地

に現に居住する住民が対象） 
 施工管理者を置くこと。 
 搬入する土砂に有害物質が含まれていないこと。 
 土砂等の発生場所が特定されていること。 
 土砂等の性質は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき

事項を定める省令の別表第１に掲げる第１種建設発生土、第２種建設発生土又は第３種建設発生

土に該当していること。 
 「採取の施工基準」を満たしていること。（条例施行規則で定める別表第１） 

… 採取工法、切土の標準勾配、災害対策、緑化対策などについて規定しています。 
 「埋立て等技術上の基準」を満たしていること。（条例施行規則で定める別表第２） 
 … 区域毎の保安距離の確保や埋立て等の高さ、法面の勾配 などについて規定しています。 
 「生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準」を満たしていること。（条例

施行規則で定める別表第３） 
… 施工管理体制を始め、粉じんの飛散対策や交通安全対策 などについて規定しています。 

 ２年以内（土砂等の採取は１年以内）に完了する事業計画であること。 
 
６．罰則（第３０条～第３２条関係）                                      

 本条例の罰則を次のとおり定める。 
 措置命令に違反した事業者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 
 改善命令に違反した事業者は、最高で５０万円以下の罰金に処する。 



７．事業の手続き（流れ）                                       

○ 事業を開始する前に… 

 ① 事前打合せ 
 
 
 
 ② 許可の申請（申請書等の提出）  ※審査にはおよそ１か月程度必要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳細は、条例又は条例施行規則をご確認ください 

【お問い合わせ先： 大府市市民協働部 ゼロカーボン推進課環境政策係 TEL：0562-85-5335 

【必要書類】 
申請書： 土地の埋立て等許可申請書（第２号様式） 
 
添付書類： １．土地所有者の同意書（第３号様式） 
      ２．説明会結果報告書（第４号様式） 
      ３．その他規則で定める書類 
        （事業区域の位置を示す図面、法人の登記事項証明書、 

隣接地権者等の承諾書、搬入計画 など） 

○ 事業の許可がおりたら… 

① 事業開始までに行うこと 
 
 
 
② 事業の開始 
 
 
 
 
 
 

 
③ 廃止・完了 
 事業の廃止・完了の届出（１４日以内） 
 事業区域を３，０００㎡以内の区域に等分し、その区域毎に土壌の地質検査を実施・報告 

１．土地所有者等の同意 
２．隣接地権者等に対する説明会開催 

許可の申請前に… 

着手７日前まで ⇒ 着手の届出 
着手前まで   ⇒ 標識の掲示 
          施工管理者の設置 

 
管理台帳の記録（毎日） 
定期報告（土壌調査等） 
職員立会いの上、事業開始から３か月毎に土壌調査し、 
結果を報告（３，０００㎡以内に等分した個所毎に作成） 
事業の休止の届出、再開の届出 

事 業 期 間 中 



○土壌の調査等における土砂等の採取方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５地点で採取が必要 

 

 

  

１０地点で採取が必要 

 

 

 
 

 
 
 
 

5 地点で採取が必要 
 
 
 ※事業区域の土壌の調査についても、上記の方法により実施してください。 
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大府市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例 添付書類チェックシート

土地の埋立て等許可申請書（第２号様式）に下記書類を添付し、２部提出してください。

番
号

図書の種類 チェック

事業者記入欄
※添付しない書類がある場合は
その理由を記載すること

※他書類と兼ねる書類である場合は
その旨を記載すること

記
入
例
事業区域の位置を示す図面 ✓ 2-事業区域の付近の見取図と兼ねる

1 事業区域の位置を示す図面

2 事業区域の付近の見取図

3 申請者の住民票の写し（法人の場合は、登記事項証明書）

4 事業区域の土地の登記事項証明書

5 事業区域に隣接した土地の登記事項証明書

6 事業区域の土地及び事業区域の土地に隣接した土地の公図の写し

7 土地所有者等の同意書【第３号様式】

8 説明会結果報告書【第４号様式】

9 隣接地権者等の承諾書【第５号様式】

10
請負契約書の写し（申請者が他の者に土地の埋立て等を請け負わせる
場合）

11 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画【第６号様式】

12 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書【第７号様式】

13 土砂等の発生から処分までの経過を示した図【第８号様式】

14 事業区域の現況平面図

15 事業区域の現況断面図

16 事業区域の測量図

17 事業区域の計画平面図

18 事業区域の計画断面図

19 事業区域の雨水排水計画図

20 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所の位置図

21 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所の現況平面図

22 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所の面積計算書

23 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書

24
土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所の土壌調査試料の採取地点
位置図

25
土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所の土壌調査試料の採取の現
場写真

26 土壌調査試料採取報告書【第９号様式】

27 地質分析結果証明書【第10号様式】

28

土砂等売渡・譲渡証明書【第11号様式】
※土砂等の発生場所が採石法又は砂利採取法の認可を受けた採取場で
ある場合は第11号様式を第９号様式及び第10号様式に代えることが
できる。

29
擁壁を設置する場合、当該擁壁の構造計画、応力算定及び断面算定を
記載した構造計算書

30
土地の埋立て等が法令等に基づく許可等が要するものである場合は、
法令等の許可等を受けたことを証する書類または許可等の見込みのあ
ることを示す書類

31
（別紙１）審査基準チェックシート①
（別紙２）審査基準チェックシート②

※両方またはいずれか該当のものを提出

32 （別紙３）審査基準チェックシート③ ※必須


